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法関連問題における正当で合理的な意思決定
-Street Law教育におけるプライバシー学習の考察を通して一

村野和子＊

1. 研究の目的

日本においては，裁判員制度の導入等を含めた司法制度改革(1)が進められている。司法制度改

革の基本理念においては，「国民にとって身近な」，「国民の視点」からの改革が謳われており，司

法制度改革における，国民的基盤の確立のための条件整備の一つとして，「司法教育の充実」の措

置を講ずるとある (2)。しかし，法曹三者以外の国民を，法及び司法制度に参加させる際に求めら

れる資質や能力とはいかなるものであろうか。また，訴訟外の日常生活において，国民が法に関

連した問題に直面する際に求められる資質や能力とはいかなるものであろうか。「司法教育の充実」

は，国民が，国民に，法及び司法制度に関するいかなる資質や能力を求めるかに密接に関連する

と考えられる。

高等学校等における授業実践報告から，日本の青少年の法意識が抽象的で，法に関連した諸問

題について主体的に考える意志や能力に乏しいことが見受けられた13)。主たる原因として考えら

れるのは，現行の法及び司法制度が，国民の視点を活かすという観点からみて不十分なことと，

現行の学校教育が，法及び司法制度を日常生活において実際に役立たせるという視点において不

十分であることが考えられる。法及び司法制度を国民にとって身近で公正なものとするためには，

法を遵守し司法制度を尊重する一方で，不公正で機能しない法及び司法制度には反対し，積極的

かつ効呆的に代替案の主張を行う能力を身に付けさせることが必要である。しかし，根拠や代替

案を吟味することなく，やみくもに法改正を主張することは無益である。民主主義社会に効果的

に参画する公民として，法に関連した諸問題において，正当で合理的な意思決定ができることが

求められる。

本研究の目的は，「日常生活において実際に役立つ法」という意味をもつ， "StreetLaw " (4lに

おけるプライバシー学習の考察を通して，正当で合理的な意思決定能力を育成する学習プロセス

を明らかにし，分析することである。日本においては，一部の地方公共団体における情報公開条

例の制定，国レベルにおける情報公開法の成立 (1999年），施行 (2001年）など，個人の情報プ

ライバシーの法的保障を求める社会的要請がある。日本の学校現場においても，生徒のプライバ

シーと円滑な学校運営の利益等が対立する事例がある。現実の事例においては，プライバシーの

みが問題になることよりもむしろ，他者の権利及び価値，利益との関係で問題となることが多い

と考えられる。プライバシーをめぐり，権利及び価値，利益が対立する事例において，正当で合

理的な意思決定をする学習機会を提供することは，「国民にとって身近な」，「国民の視点」からの

司法の実現という，法及び司法制度に関する教育の充実に資するといえる。

2. Street Law教育

(1) Street Lawとは何か

Street Lawとは，訴訟外の「日常生活において実際に役立つ法」という意味である (5)。"Street

Law"はStreetLaw, Inc. (以前はNationalInstitute for Citizen Education in the Law)の出版物
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である。 "StreetLaw"は6のユニットと44の章から構成されており，教育内容は，法と司法制度

人門（ユニット I)'刑事法と少年司法（ユニット 2)'不法行為（ユニット 3)'消費者法と住宅

法（ユニット 4)'家族法（ユニット 5)' コミュニティーにおける権利（ユニット 6) といった

多岐の領域にわたる。

Street Lawという名称の教育は， 1972年にジョージタウン大学ロー・センター・プロジェクト

として始まった(6)。革新的一般法律臨床プログラム (innovativepublic law clinical program) を

受講する 4人の法学生が，ワシントンDCの2つの公立学校において予防法アプローチによる教

育実践を行ったことが， StreetLaw教育の始まりであった。その後，全米組織 (National

Institute for Citizen Education in the Law)が設立され，カリキュラムが充実してくると，

Street Law教育は全米規模の広がりを見せるようになった。現在では，主にアメリカ合衆国の都

市部の40校のロー・スクールが，地元学校組織との連携による教育実践を行っている。この他，

イギリスのDeMontfort University School of Lawのように，アメリカ合衆国外のロー・スクール

においても， StreetLaw Programは実践されている。

現在，"Street Law"を用いた高等学校における教育実践には， 2つの手法を見ることができる。

一方は，ロー・スクールを甚盤とするプログラム (lawschool-based program)である。他方が，

学校組織を基盤とするカリキュラム (school-basedcurriculum)であり，高等学校社会科教師によ

るStreetLaw教育が全体の約90%を占める。

(2)教育目標

Street Law教育の目標は，司法・政治制度に効果的に参画するために必要な知識とスキルを身

に付けさせることである。 "StreetLaw"は，より優れた，積極的に社会参画する合衆国市民を育

成することを目的としてデザインされている (7)。より優れた，積極的に社会参画する合衆国市民

とは，法を遵守し，基本的人権と自由を擁護する一方で，不公正な法に反対し，司法制度の改善

のために協働する市民のことである。 "StreetLaw"は，アメリカ合衆国には，法は合衆国市民に

不利に働く複雑で専門的なルールの体系であり，私たちの司法制度においては権力と財力をもっ

人たちのみが勝つことができると考えている人が多いことに着目してデザインされている。こう

した法及び司法制度に対する認識は，健全な民主主義 (healthydemocracy)の発展のために改善

する必要があるという問題意識があるのである。

"Street Law "には， I知識は使ってこそ価値がある」 (8)という記述がある。市民に法及び司法

制度，人権，民主主義に関する知識を習得させ，その上で，それらの知識を現実生活の場面に適

用できる能力を育成することが，観客民主主義から脱却した，健全な民主主義社会の発展につな

がると考えているのである。

(3)法関連問題における正当で合理的な意思決定

上述したように， "StreetLaw"は，法の遵守，基本的人権の尊重の一方で，不公正な法に反対

し，司法制度の改善のために協働する市民を，健全な民主主義社会の発展のために理想的である

として捉えている。しかし，やみくもに法改正論を主張すればよいとは考えていない。 "Street

Law"は，法に関連して，様々な権利及び価値，利益が対立する問題（以下，法関連問題）の事

例学習 (casestudies)を設置している (9)。その設問に頻出するのは，生徒に法関連問題に対する

意思決定をさせる際の，正当 (rightness)及び合理的 (reasonable) という概念記述である (IOIo 
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"Street Law"は，生徒が法関連問題に対する意思決定をする際には，その意思決定が正当で合理

的である必要があるという立場からデザインされている。

"Street Law"全体を貫く学習項目， Chapter1, 大項目「法とは何か」の中の小項目「権利と

責任のバランス」 111)においては，「単に法的権利を持つからといってその行為が正しいことには

ならない」という批評家の指摘が記述され，「権利が自動的に正当性を付与するわけではない」こ

とが説明されている。人権の擁護を教育目標(12)に掲げる一方で，権利を強調することにより責任

を無視する人たちがいることと，その原因が「徹底した個人主義Jにあるという意見の記述があ

る。「正当」の記述は，生徒に当該人権行使が「徹底した個人主義J,自己中心的視点やコミュニ

ティー感覚の喪失に基づくものではないかどうかを考えさせた上で，意思決定に至ることを導く

ものである。生徒は，法関連問題の事例学習において権利行使の意思決定を行う際には，「正当」

を念頭に置くことを要求されることになる。

法関連問題において求められる，意思決定の要素である「合理的」は，甚本的に自己の利益と

効率を求める経済概念における「合理的」とは異なる概念である (13)。"StreetLaw"における

「合理的」とは，「よい理由 (goodreasons)」があることを指す。 "StreetLaw"においては， Sir

Edward Cokeの "Reasonis the life of the law "という言明が引用されている。そして，「法は権

利と責任のバランス，マイノリティーの権利と多数派の意思のバランス，墓本的人権の必要性と

規律の必要性のバランスを取ったものでなくてはならない」という記述がある (14)0 

したがって，複数の権利及び価値，利益が対立する法関連問題において，訴訟における場合の

ように，法的根拠に基づく意思決定をするのみで，当該意思決定を支える法の，権利と責任のバ

ランス，マイノリティーの権利と多数派の意思のバランス，基本的人権の必要性と規律の必要性

のバランスを吟味しない場合には，当該意思決定の合理性は担保されないことになる。

(4)法と価値との関係

法とは，金持ちや権力のある人たちが独占するものであると認識している人たちは，行動基準

を，法よりもむしろ諸価値 (values)に置くことが多いと考えられる。こうした認識を持つ人た

ちに，法の条文や判例の一部を暗記させても，法の遵守や，法及び司法制度の改善のために積極

的に関わることの重要性を理解させることは困難であるといえる。

"Street Law"は， Chapter1, 大項目「法とは何か」の中の小項目「法と諸価値Jにおいて，

法と価値との関係を説明している。「法は一般的に社会の価値を反映し促進する。私たちの司法制

度は私たちの社会の伝統的な善悪の理念によって影響を受けている・・・法は道徳的，経済的，政治

的及び社会的価値に基づく。価値が変われば，法もまた改正されうる」という記述がある。そし

て，司法制度によって達成されるべき目標である，①基本的人権の擁護，②公正の促進，③紛争

解決の援助，④規律と安定性の促進，⑤望ましい社会的，経済的活動の促進，⑥多数派の意思の

表明 (representing) と⑦マイノリティーの権利の擁護を掲げている (15)0 

"Street Law"は，合衆国市民の立法に対する責任は，投票のみではないと指摘する。問題解

決に役立たない法の改正や，コミュニティーの問題を解決するための新しい法と政策のために唱

道 (advocacy, アドボカシー）を行い，働きかけを行うことが，民主主義社会の発展のために必

要不可欠な市民の責任であると捉えている (16)0 
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3. "Street Law"におけるプライバシー学習

2. において， StreetLaw教育を概観した。 3.では， "StreetLaw"におけるプライバシー学習

を考察していきたい。

(1) プライバシーの意味内容と法的保障に関する記述

1960年代半ば以降，プライバシー権，ひとりで放っておいてもらう権利は，アメリカ合衆国憲

法（以下，合衆国憲法）には明記されていないが，判例上，合衆国憲法によって保護されるべき

権利であるとして認められてきた基本的権利である 117)。日本と比較して，アメリカにおけるプラ

イバシーの意味内容及び憲法上の保障範囲は広く捉えられており，ひとりで放っておいてもらう

プライバシーのほか，政府に干渉されることなく自由に一定の重要な決定をするプライバシー，

妊娠・中絶のプライバシー，家族の形成・維持に関わるプライバシー，ライフスタイルのプライ

バシー，生命・身体の処分に関するプライバシーと拡張されてきた(18)。合衆国憲法上，明文を欠

くにもかかわらず，判例上，合衆国憲法によって保障される権利であるとする，裁判官の立法行

為であると批判される状況がある。日本においても，プライバシー権は，日本国憲法上の明文を

欠くが，最高裁判例によって憲法上の権利として確立されてきた(19)。学校教育において生徒に教

える際に，この点に触れず，単に，「プライバシーは憲法上の権利である」と暗記させる教育も 1

つの教育としてあるだろう。 "StreetLaw"の教育内容は，プライバシーの法的保障をめぐる議論

状況を反映したものである。以下に示す資料1は， "StreetLaw"の教育内容を示した記述である。

資料 1

複数の調査は，プライバシーを保護することに対して，多数の支持があることを示しており，

いくつかの朴1では，新たにプライバシー法を成立させ，州憲法にプライバシー権を付記した。

しかし，合衆国憲法に基づくプライバシーの保護を制限しようとする運動が行われてきた。こ

のような制限に賛成する人たちは，上記で論じた「プライバシー領域(20)」は，合衆国憲法の中

にプライバシー権を過度に読み込もうとする一部の裁判官の創造 (creation)であると考えて

いる。一方，プライバシーに対する多数の支持と，州法におけるプライバシー領域の拡大，プ

ライバシー権を擁護する多くの合衆国最高裁判所判例を指摘する人たちがいる。こうした人た

ちは，プライバシー権は人々が信頼をおくようになった実定法であり，こうした判例法を覆す

べきではないと主張する (21)0 

資料 1は，合衆国市民の多数派は，プライバシーの朴1法，合衆国憲法による保障に賛成である

ことと，その一方で，プライバシーの合衆国憲法による保障は，裁判官の創造であると考える人

たちがいることを記述するものである。合衆国市民の多数派が，プライバシーの法的保障に賛成

しているとはいえ，裁判官の創造であるか否かの議論は，プライバシーの法的保障の議論を超え

て，三権分立とも関わってくる重要な問題である。多数派ないし通説的な見解のみならず，少数

派の意見も教育内容としている。 "StreetLaw"は，家庭，学校，職場におけるプライバシーの意

味内容及び憲法上の保障の範囲をめぐる問題について取り扱っている (22)0 

(2) プライバシーと諸利益との比較衡量に関する記述

以下に示す資料2は， "DEVELOPMENTOF RIGHT TO PRIVACY"の記述の一部である。

-26-



筑波社会科研究第23号 (2004年）

資料2

プライバシー権は，重要な政府の利益(interest)と対立することがある。例えば，政府は犯罪

を解明するために，あるいは，政府プログラムの合法性を判断するために，個人情報を必要と

することがある。そのような事件において，政府は，個人のプライバシーの利益に影響を及ぼ

す場合でも，一定の行為や活動を規制しうる。合衆国憲法上のプライバシー権が，存在するか

否かの判断には，対立するプライバシーの利益と政府の利益を，注意深く比較衡誠することが

含まれる 123)。

資料2は，個人のプライバシーの利益と政府の利益が対立し，個人のプライバシーが，合衆国

憲法の保障を受けるか否かを意思決定する場合には，注意深い比較衡量の甚準が用いられてぎた

ことを示すものである。この基準が用いられる具体的な状況とは，いかなるものであろうか。

"Street Law"は2つの事例を示している。

事例 1

1997年の事件において，合衆国最高裁判所は，選挙前に一定の公職の候補者に対して， ドラ

ッグ・テストを受けさせる義務を課すジョージア州法が，違憲であると判決した。合衆国最翡

裁判所は，個人のプライバシーの期待と， ドラッグ・テスト・プログラムにおける州の利益

(i.e., 選挙された公務員がドラッグ使用者ではないことを確証すること）との比較衡量をした。

合衆国最高裁判所は，本事件において， ドラッグ使用者である疑いが全くない候補者に義務付

けるドラッグ・テストは，州の利益を正当化するものではないと判決した(24)0 

事例 1では，「公職候補者個人のプライバシーの期待」と，「ドラッグ使用者が公職に就任しな

い州の利益」が対立する。当該ジョージア朴1法は，一定の公職候補者全てに， ドラッグ・テスト

を義務付けるものである。政府にドラッグ・テストを受けることを強制されることは， ドラッ

グ・テストを受けるか否かという，「政府に干渉されることなく，自由に一定の重要な決定をする

プライバシー」の侵害につながりうる。

一方で，州法や政策の制定と，執行を担う公職に従事する者は，法を遵守し，＇州全体に関わる

事項に関する高度で専門的な判断がでぎる理性を有する者である必要がある。こうした観点から，

違法ドラッグの使用者が，一定の公職の候補者になることは，州の利益に反する。したがって，

一定の公職の候補者に対して，「ドラッグ使用者が公職に就任しない州の利益」を実現するために，

選挙前にドラッグ・テストを受けさせる義務を課す，ジョージア外1法の目的には合理性があると

いえる。

ここに，「公職候補者個人のプライバシーの期待」と，「ドラッグ使用者が公職に就任しないJ廿

の利益」という，双方とも重要な利益の対立がある。合衆国最高裁判所は，双方の利益を比較衡

量した結果， ドラッグ使用者である疑いが全くない候補者のプライバシーを侵害することは， HI

の利益を正当化しないと判決した。合衆国最高裁判所は，「注意深い」比較衡量として， ドラソグ

使用者であるという疑いが I全くない」候補者という限定を加えている。
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事例 2

合衆国最高裁判所は，性犯罪で有罪となった者の住所を，地元の青少年団体，デイ・ケア・

センター，近隣者に告知することを義務付けたニュージャージー州法を合憲であるとした。合

衆国最高裁判所は，告知し，子どもたちを守る公共の利益と，犯罪歴を隠しておく有罪判決を

受けた者の権利との比較衡最を行い，告知を行うことは，性犯罪者のプライバシー権を侵害し

ないと判決した(25)0 

事例 2では，「性犯罪で有罪となった者の住所を告知し，子どもたちを守る公共の利益」と，

「犯罪歴を隠しておく有罪判決を受けた者の権利」が対立する。前者の「告知し，子どもたちを守

る公共の利益」とは，性犯罪の危険から子どもたちを守るという利益であり，強い社会的要請が

ある。後者の「犯罪歴を隠しておく有罪判決を受けた者の権利」とは，有罪判決を受けた者が，

平穏な社会生活を送るために必要な権利であるといえる。

ここに，相対立する重要な権利と利益の対立がある。性犯罪の重大性や再犯率の高さを判断の

根拠に入れるならば，「性犯罪歴を隠しておく有罪判決を受けた者の権利」よりも，「告知し，子

どもたちを守る公共の利益」が優越するという結論が導かれやすくなる。

事例 1と事例 2を考察してきたが，注意深い比較衡量の基準は，対立する権利ないし利益が同

じくらい重要であるが，いずれかを優越させる必要があるときに用いられる基準である。「注意深

い」と強調するのは，問題となる権利ないし利益が，双方とも合衆国憲法によって保障されうる

重要な権利ないし利益であるから，一方の権利ないし利益を優越させた場合に，もたらされる利

益と不利益を，十分に判断の要素に加える必要があるという理由によるものであると考えられる。

(3) プライバシーと権利及び価値，利益が対立する事例の学習

"Street Law "には，プライバシーと権利及び価値，利益が対立する事例を考えさせる学習項

目がある。以下に示す資料3がその学習項目である。

資料3 PROBLEM42.2 

以下のそれぞれの状況において，どんな権利や利益が対立するか，それぞれの立場からどんな

主張をすることができるかを判断しなさい。以下の法や政策に賛成するか，反対するかを示し

なさい。

a. ある公立学校は，生徒に服装規則に従うことを義務付け，男子生徒の頭髪の長さを規制する。

b. 政府は，収入源が違法活動にある場合でも，納税者に収入源の公表を義務付ける。

c. ある法律は，あるコミュニティーにある全ての海岸において，裸で海水浴することを禁止す

る。

d. ナイフによる複数の死傷事件があった刑務所において，囚人は毎日服を脱がされて所持品検

査を受ける。

e. ある州法は，オートバイに乗る人に，ヘルメットの着用を義務付ける。

f. 警察が，ある電話に，着信があった全ての電話番号を登録できる小型装置を設置する (26)。
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以下に示す資料4は，資料3PROBLEM42.2を考察させる際の留意点について記述した，教師

用指導書である。

資料4 教師用指導書 PROBLEM42.2 

設問の中には，実際の判例に某づいて作成された設問がある。しかし，裁判所の判断を示す

ことは重要ではなく，対立する権利と利益を確認し，相対立する立場からの主張を考えさせ，

いずれかの立場を選択させ，その立場を支持する理由を答えさせることが重要なのである (27)0 

"Street Law"と，教師用指導書には，正当で合理的な意思決定をするための学習プロセスの

明示はない。そこで，資料 3 PROBLEM42.2の課題設定（どんな権利や利益が対立するか，そ

れぞれの立場からどんな主張をすることができるかを判断しなさい。以下の法や政策に賛成する

か，反対するかを示しなさい）と，資料4 教師用指導書を勘案し，正当で合理的な意思決定を

なしうる学習プロセスを考案すると，仮説として，表 1の学習プロセスを示すことができる。

表 1 学習プロセス

段階 1 対立する権利及び価値，利益の確認をする。

段階2 対立する権利及び価値，利益に甚づく，各立場からの主張と理由を考える。

段階 3 いずれかの立場を選択し，対空する他者の主張と理由を踏まえた上で，選択した主

張が他者の主張より優越する理由を考える。その際に，対立する複数の主張を最大

限に尊重できる新たな法や政策の可能性について考えてみる。

段階4 段階 1, 2, 3を踏まえて，法や政策に賛成するか，反対するかを意思決定する。

必要があれば，新たな法や政策の提案をする。

表 1の学習プロセスに基づきながら，資料3のPROBLEM42.2における，各設問の考察を行っ

ていきたい。

① 設問 a.の考察

設問a.において，段階1では，「自分の製型，服装などの身なり (appearance) を決める個人の

権利Jと「学校の健全さ，安全性，規律の目的で，生徒の身なりを合理的に規制する学校の権利」

が対立している (28)0 

段階 2では，「自分の髪型，服装などの身なりを決める個人の権利」の保障を求める立場からは，

第9修正（人民の権利に関する一般条項）を根拠に，男子生徒の頭髪の長さを規制することは，

「自分の身なりを決める個人の権利」を侵害するものであると主張できる。一方，学校は学びの場

である以上，生徒の心身の健全育成や学習環境の整備のために，一定の規則をもつ必要がある。

こうした必要性から，「学校の健全さ，安全性，規律の目的で，生徒の身なりを合理的に規制する

学校の権利」に基づき，男子生徒の頭髪の長さを規制することの合法性を主張することが考えら

れる。

段階3では，双方の主張のうち，いずれかの立場を選択し，自己と他者がそれぞれ選択した主

張と，それを支える理由を吟味することになる。「自分の髪型を決める個人の権利」の主張が，他
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者の権利や利益を無視した自己中心的なものである場合，当該権利行使に正当性があるとはいえ

ない。

一方で，「生徒の身なりを合理的に規制する学校の権利」は，「学校の健全さ，安全性，規律」

の確保を目的とする。「生徒の身なりを合理的に規制する学校の権利」が，「自分の髪型，服装な

どの身なりを決める個人の権利」よりも優越するという意思決定が，合理的であるといえるため

には，生徒の身なりを規制することによって，学校の健全さ，安全性，規律が確保できることを

支持する理由を示す必要がある。例えば，「髪が長いと体育や科学の実験のときに危険である」こ

とを，男子生徒に短髪を強制することにより，「安全性」を確保することを支持する理由にした場

合，「それが真実であるとすれば，女子生徒も短髪にしなければならない」という，「安全性」の

確保という理由を覆す理由を示すことができる。また，「体育や科学の実験のときには，髪を結ぶ

ようにすればいい」という代替案を出すことができる。代替案に納得しない人は，こうした代替

案に納得できない理由を示す必要性が出てくる。

以上のような学校規則の学習は，学校の権威により規則を強要するよりも，当該規則の必要性

を知ることができるので，生徒が規則を遵守する価値を知ることができるといえる。一方で，目

的が不十分で，機能しない規則を速やかに改正するために，効果的に関わる意欲，態度，能力を

育成しうる。

段階 4では，以上におけるような考察を踏まえた上で，男子生徒の頭髪の長さを規制する規則

に賛成するか，反対するかを意思決定することになる。

② 設問 b.の考察

設問b.において，段階1では，「自己負罪（刑事訴追ないし有罪判決を受けるおそれがある質問

に答えること）から免れる納税者の権利」と「税金を徴収する政府の利益」が対立する (29)。

段階2では，「自己負罪から免れる納税者の権利」の保障を求める立場からは，政府が，収入源

が違法活動にある場合にも，納税者に収入源の公表を義務付けることは，違法活動の自白を強要

するものであり，第5修正を侵害する可能性があると主張することが考えられる。一方，「税金を

徴収する政府の利益」を擁護する立場からは，政府が収入源の公表を義務付けるのは，確実に

「税金を徴収する」ためであり，公表の義務を廃止すれば，確実な税金の徴収が困難になるという

理由に基づき，当該政策の合法性を主張することが考えられる。

段階3では，「自己負罪から免れる納税者の権利」と「税金を徴収する政府の利益」という双方

の主張のうち，いずれかの立場を選択し，自己と他者の主張とそれを支える理由を吟味すること

になる。「自己負罪から免れる納税者の権利」を主張する立場からは，収入源の公表を義務づける

目的は，違法活動を捜査することではないということを，当該政策の合法性の理由付けとするこ

とが考えられる。これに対しては，「税金を徴収する政府の利益」を主張する立場から，違法活動

を捜索することを目的としないとしても，当該政策により，違法活動が発見され，結果として，

自己負罪を強要することになることを理由とすることができる。これに対しては，法は犯罪者を

擁護するものであってはならないという価値に基づき，違法活動をする犯罪者を擁護する権利と，

確実な税金の徴収という公益を比較衡量すれば，確実な税金の徴収という公益が勝ると考えるこ

とができる。こうした価値観に対しては，合衆同憲法が第5修正を保障する目的を考えてみるよ

うに促すことで，この価値観を再考する機会を与えることができる。

段階4では，以上におけるような考察を踏まえた上で，納税者に収入源の公表を義務付ける政
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策に賛成するか，反対するかを意思決定することになる。

③ 設問 C.の考察

設問c.において，段階1では，「裸で海水浴する個人の権利J,「裸で海水浴する人たちをみるこ

とを強いられない権利」，そして「道徳基準 (moralstandards) を確立するコミュニティーの利

益」が対立する (30)。

段階 2では，第9修正に基づき，「裸で海水浴する個人の権利」を主張する立場からは，当該法

律に反対することが考えられる。第9修正に基づき，「裸で海水浴する人たちを見ることを強いら

れない権利」を主張する立場からは，当該法律に賛成することが考えられる。そして，コミュニ

ティーにおける道徳性を保全すべきであるという立場からは，当該法律に賛成することが考えら

れる。

段階3では，「裸で海水浴する個人の権利」，「裸で海水浴する人たちを見ることを強いられない

個人の権利」，そして「道徳基準を確立するコミュニティーの利益」をそれぞれ主張する立場から，

いずれかの立場を選択し，自己と他者の主張とそれを支える理由を吟味することになる。今のと

ころ，合衆国最高裁判所において，「裸で海水浴する個人の権利」が争われたことはない。合衆国

内のごく限られた場所において，裸で海水浴することが認められている。裸により海水浴をする

権利が合衆国憲法によって保障される権利であるかについては，賛否両論ある (311。海水浴場が公

共の場である以上，相対立する権利や価値（道徳）を持つ利用者と，コミュニティーの構成員が

十分に話し合う必要がある。第9修正に基づき，公共の海岸において，「裸で海水浴する個人の権

利」を主張する立場を選択した人が，裸で海水浴する人たちを見ることを望まない人たちの権利

を無視する場合，当該権利の主張は，公共性を無視した，徹底した個人主義に基づく意思決定で

あるといわざるを得ず，正当性があるとはいえない。一方で，「裸で海水浴する人たちを見ること

を強いられない個人の権利」を理由にして，当該法律に賛成する立場に対しては，裸で海水浴を

認める時問帯や場所を制限するなどの代替案により，「裸で海水浴する個人の権利」と両立できる

ということを主張できる。そして，「道徳基準を確立するコミュニティーの利益」を理由にして，

当該法律に賛成する立場を選択した場合には，公共の海岸で，裸で海水浴することを認めること

によって，いかにコミュニティーの利益が損なわれるのかを示す必要がある。

段階4では，以上におけるような考察を踏まえた上で，裸で海水浴をすることを禁止する法律

に賛成するか，反対するかを意思決定することになる。

④ 設問 d.の考察

設問d.において，段階1では，「個人のプライバシーを侵害されない囚人の権利（第9修正）」，

「残酷で異常な刑罰を科されない囚人の権利（第8修正）」，そして「刑務所の安全という，刑務所

の職員，行政官，危険物を所持しないその他の囚人の利益」が対立する (32)。

段階 2では，「個人のプライバシーを侵害されない囚人の権利（第9修正）」を主張する立場か

らは，囚人を裸にして所持品検査する刑務所の政策に反対することが考えられる。「残酷で異常な

刑罰を科されない囚人の権利（第8修正）」を主張する立場からは，当該刑務所の政策に反対する

ことが考えられる。そして，「刑務所の安全という，刑務所の職員，行政官，危険物を所持しない

その他の囚人の利益」を主張する立場からは，当該刑務所の政策に賛成することが考えられる。

段階3では，「個人のプライバシーを侵害されない囚人の権利」を理由に，当該刑務所の政策に
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反対する立場，「残酷で異常な刑罰を科されない囚人の権利」を理由に，当該刑務所の政策に反対

する立場，そして，「刑務所の安全という，刑務所の職員，行政官，危険物を所持しないその他の

囚人の利益」を理由に，当該刑務所の政策に賛成する立場のうち，いずれかの立場を選択し，自

己と他者の主張と理由を吟味することになる。

Bell v. Wolfish <33lにおいて，合衆国最高裁判所は，囚人の服を脱がしてする所持品検査は，刑

罰ではなく，一定の条件において，当該施設の安全性を確保する合理的な方法であったと判決し

た。但し，これらの検査が囚人に苦痛を与え，恥ずかしい思いをさせ，あるいは尊厳を傷つける

目的で実施されてはならないと判決した(34)。当該刑務所の政策に賛成する理由として，ナイフに

よる複数の死倦事件がある刑務所において，安全を確保することと，当該所持品検査が囚人に苦

痛を与え，恥ずかしい思いをさせ，あるいは尊厳を1傷つけることを目的としていないことを，挙

げることができる。一方で，服を脱がせて行う所持品検査は，それ自体が囚人に恥ずかしい思い

をさせるものであり，危険物を持たない囚人のプライバシーを侵害することを，服を脱がせて行

う所持品検査に反対する理由とすることができる。また，刑務所に金属探知機を設置する政策等，

代替案の提案により，刑務所の安全と，囚人のプライバシーを守ることは，両立することができ

ることを主張できる。この主張に対しては，金属探知機を設置する費用の捻出の困難さを示すデ

ータ（調査研究や，統計資料など）を理由にして，提案された代替案に反対することも考えられ

る。

段階 4では，以上におけるような考察を踏まえて，ナイフによる複数の死傷事件があった刑務

所における，囚人の服を脱がして行う所持品検査に賛成するか，反対するかを意思決定すること

になる。

⑤ 設問e.の考察

設問e.において，段階1では，「ヘルメットをかぶらずにバイクに乗る個人の自由（第 9修正）」

と「安全性の促進と負傷を軽減するために，合理的にデザインされた方法でハイウェイを使用す

るように規制する州の利益」が対立する (35)0 

段階 2では，「ヘルメットをかぶらずにバイクに乗る個人の自由」を主張する立場からは，オー

トバイを乗る人に，ヘルメットの着用を義務付ける州法に反対することが考えられる。「安全性の

促進と負偏を軽減するために，合理的にデザインされた方法でハイウェイを使用するように規制

する州の利益」を主張する立場からは，当該州法に賛成することが考えられる。

段階3では，「ヘルメットをかぶらずバイクに乗る個人の自由」を主張し，当該州法に反対する

立場と，「安全性の促進と負傷を軽減するために，ヘルメットでハイウェイを使用するように規制

する州の利益」を主張し，当該小M法に賛成する立場のうち，いずれかの立場を選択し，自己と他

者の主張を支える理由を吟味することになる。「ヘルメットをかぶらずにバイクに乗る個人の自由J

の主張が，ハイウェイの安全な利用という公益を無視した自己中心的な理由に基づく場合，この

主張に正当性があるとはいえない。一方，「安全性の促進と負傷を軽減するために，合理的にデザ

インされた方法でハイウェイを使用するように規制する州の利益」を主張する立場からは，ヘル

メットの着用が，安全性の促進と負傷を軽減する方法として，最善であることの理由（調査研究

や，統計資料など）を示すことで，当該州法に反対する他者を説得しうる。

段階 4では，以上におけるような考察を踏まえた上で，オートバイに乗る人に，ヘルメットの

着用を義務付ける1+!法に賛成するか，反対するかを意思決定することになる。
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⑥ 設問 f.の考察

設問f.では，段階1において，「政府の監視なしに電話を使う個人の権利（第9修正）」と「犯罪

行為に関連した情報を集める政府の利益」が対立する (36)0 

段階 2では，「政府の監視なしに電話を使う個人の権利」を主張する立場からは，警察が，ある

電話に，着信があった全ての電話番号を登録できる小型装置を設置する行為に反対することが考

えられる。一方で，「犯罪行為に関連した情報を集める政府の利益」を主張する立場からは，当該

警察の行為に賛成することが考えられる。

段階3では，「政府の監視なしに電話を使う個人の権利」を主張し，当該警察の行為に反対する

立場と，「犯罪行為に関連した情報を集める政府の利益」を主張し，当該警察の行為に賛成する立

場のうち，いずれかの立場を選択し，自己と他者の主張と，それを支える理由を吟味することに

なる。

「犯罪行為に関連した情報を集める政府の利益」を理由にして，当該警察の行為に賛成する立

場に対しては，警察が個人のプライバシーを侵害することの正当性を問うことができる。一方で，

Smith v. Marylandにおいて，合衆国最高裁判所が判決したように，電話使用者は，電話会社がダ

イヤルした全ての番号を登録し続けていることを認識しており（あるいは，すべきであり），電話

使用者はダイヤルする電話番号のプライバシーを期待していないことを理由にして，「政府の監視

なしに電話を使う個人の権利」を侵害しないと主張することができる (37)。この主張を支える，電

話使用者が，ダイヤルする電話番号のプライバシーを期待していないという理由に対しては，個

人と契約を締結した電話会社が，ダイヤルした電話番号を登録することと，捜査機関が，強制的

に電話番号の登録できる装置を特定の電話に設置することでは，個人のプライバシー侵害の性質

や度合いが異なるという批判ができる。

段階4では，以上におけるような考察を踏まえた上で，警察が電話に電話番号を登録できる小

型装置を設置する行為に賛成するか，反対するかを意思決定することになる。

4. Street Law教育の特徴

プライバシーと権利及び価値，利益が対立する事例の学習の考察をとおして， StreetLaw教育

に，いかなる特徴を見出すことができるだろうか。これまでの検討に基づき， (1)多数派と少数

派の見解の記述， (2)事例の選択， (3)法と権利及び価値，利益との関係， (4)法関連問題に

おける正当で合理的な意思決定， (5)合法な行為と合理的な意思決定， (6)教師訓練， (7)評

価という観点から分析する。

(1)多数派と少数派の見解の記述

3. (1)で考察したように， "StreetLaw"には，合衆国市民の多数派は，プライバシーの外1法，

合衆国憲法による保障に賛成であるが，一方で，プライバシーを合衆国憲法上の権利とすること

は，明文を欠く故に，「裁判官の創造」であると批判する人たちがいることを説明する記述がある。

プライバシーの合衆国憲法による保障が求められているとしても，「裁判官の創造」を容認するこ

とは三権分立に反するという主張は，無視できない指摘である。プライバシーの法的保障を求め

る多数派の見解のみならず，これを批判する少数派の見解も併せて教えることは，学習者に，多

数派の見解を暗記させること以上の学習の広がりが期待できる。 StreetLaw教育は，法関連問題

における複数の立場を教え，合衆国市民として，いかに問題状況に取り組み，いかに法及び司法
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制度に関わるかを考えさせることを目的とするものである。学習者が，プライバシーの法的保障

の必要性は認めるが，裁判官の立法行為を認めない立場を選択するならば，新たな法の制定を効

果的に唱道する学習機会を提供する必要がある。

(2)事例の選択

3. (3) における，資料3PROBLEM42.2の考察を踏まえると，法関連問題における，正当で

合理的な意思決定能力の育成のために選択された事例は，大別して，判例の事案と，コミュニテ

ィーで問題になっている事例（設問 C.)の 2つである。判例の事案としては，合衆国最高裁判所

判例の事案（設問b.d. f.)の他，合衆国最高裁判所の確定判決がなく，連邦控訴裁判所巡回区ご

とに裁判所の判断が異なる判例の事案（設問 a.)が取り扱われている (38)。合衆国最高裁判所の確

定判決のみを事例として扱わないところに， StreetLaw教育の特徴がある。法関連問題に対して，

正当で合理的な意思決定をする能力の育成が重視されており，合衆国最高裁判所の判断を記憶さ

せることよりもむしろ，裁判官の判断を考察させることに重点を置いておいていることが分かる。

(3)法と権利及び価値，利益との関係

2. (4)で示したように，"Street Law"には，「法は道徳的，経済的，政治的及び社会的価値

に基づく。価値が変われば，法もまた改正されうる」という記述がある。法はお上から授かるも

のではなく，市民の価値に基づくものであり，価値が変われば，改正されうるものであると捉え

ているところが， StreetLaw教育の特徴といえる。 3. (3) における，プライバシーと権利及び

価値，利益が対立する事例の学習で考察したように， StreetLaw教育では，法的根拠に基づく主

張を絶対的なものであるとは捉えていない。したがって，対立する権利及び価値，利益に基づく

複数の主張のうち，いずれの主張が優越するかを決める意思決定は，対立する他者との対話と，

当該事例における正当性と合理性を決める市民の理性に求められることになる。

(4)法関連問題における正当で合理的な意思決定

法関連問題における正当な意思決定とは，権利に伴う責任と，他者の権利及び価値，利益に配

慮した意思決定である。合理的な意思決定とは，権利及び価値，利益の主張を支える根拠が，思

慮分別ある一般人の判断に合う「よい理由」に基づくか否かを意思決定することである。正当で

合理的な意思決定は，相対立する主張と，それを支える理由を吟味し，比較衡量をすることの繰

り返しによって達成されうるものである。したがって，その前提として，自已と対立する権利及

び価値，利益をもつ他者の存在を尊重し，対話する意欲，態度を育成することが重要となる。こ

の点に， StreetLaw教育の特徴が見受けられる。しかし，実際に，利害関係が顕著な事例におい

て，他者を尊重し，対話を持つことが容易でないことは想像に難くない。"Street Law"の教師用

指導書はこの点をいかにして克服するかについて明記されていない。利害関係が顕著な法関連問

題において，正当で合理的な意思決定をするプロセスの実証が，残された課題であるといえる。

また，合理的な意思決定は，結局は，思慮分別という市民の理性に求められることになる。し

かし，理性という概念は必ずしも明確なものではない。思慮分別は，時代の変遷，価値の変化に

より影響されうるものである。人は理性や思慮分別を，いかにして身につけ，磨くことができる

のだろうか。この点について，議論の余地を残している。
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(5)合法な行為と合理的な意思決定

「悪法もまた法である」という言葉がある。合法な行為とは，法に適した行為である。したが

って，「悪法もまた法である」以上，悪法に適した行為は合法な行為である。訴訟においては，主

に合法性が問題となる。

Street Law教育は，法を遵守する一方で，不公正な法には反対し，改正のために効果的な唱道

を行う市民の育成を目標としている。そして，法は，「よい理由」に基づいて成立しなければなら

ず，権利と責任のバランス，マイノリテイーの権利と多数派の意思のバランス，基本的人権の必

要性と規律の必要性のバランスを吟味したものでなくてはならない。

以上から，合法な行為が，必ずしも合理的な意思決定に甚づくわけではないことが分かる。そ

して，合法な行為が，他者の権利及び価値，利益を侵害しうる可能性がある。合理的な意思決定

は，訴訟よりむしろ，立法論に密接に関わるものである。

(6)教師訓練

資料3PROBLEM42.2として， "StreetLaw"における，プライバシーとその他の権利及び価

値，利益が対立する事例の学習をみてきた。しかし，教師用指導書が示すのは，各設問において

対立する権利及び価値，利益の記述のみであり，権利及び価値，利益に基づく主張と理由の吟味

や，学習プロセスの構築についての記述はない。また，正当で合理的な意思決定に至るプロセス

は，他者の主張と理由を吟味し，自己の意思決定に還元するというプロセスを経るものであり，

決して容易なものではない。それ故に，生徒の学習プロセスを支援するワークシートの作成が必

要となるであろう。

教師は上記したような記述のない点を補足しなければならず， StreetLaw教育の成功は，教師

の力最に左右されるといえる。毎年， StreetLaw教育の教師訓練の機会が提供される理由のひと

っとしては，教師の力量を補助するためであると考えられる (39)0 

(7)評価

教師用指導書には，生徒の正当で合理的な意思決定に対する評価基準に関する記述はない。

Street Law教育の特徴として，法や政策に賛成するか，反対するかという結論よりも，結論に至

るプロセスを重視する。プロセスにおいて，対立する他者の主張と理由を吟味し，正当で合理的

な意思決定をすることができることが，高い評価につながるといえる。評価茎準の構築も，教師

に委ねられている。

5. おわりに一法関連問題における正当で合理的な意思決定能力の育成一

プライバシーをめぐる法関連問題における，正当で合理的な意思決定をするための学習プロセ

スの考察を通して， StreetLaw教育における，正当で合理的な意思決定とは何かを明らかにし，

学習プロセスの仮説を提示し，提示した学習プロセスに基づき，資料3 PROBLEM 42.2の各設

問において問題となりうる主張と理由の考察を行った。残された課題は，提示した学習プロセス

にしたがって，実際に，生徒がいかに正当で合理的な意思決定をするかを実証することと，正当

で合理的な意思決定能力の評価甚準を構築することである。

日本の学校教育において，民主的，平和的な国家の形成者として，訴訟外の日常生活を送る上

で直面する法関連問題において，正当で合理的な意思決定能力を育成することは重要であると考
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えられる。

現在，日本では，裁判員制度の導入を含めた，司法制度改革が進められている。合法な行為か

否かの判断は，法に詳しい法曹三者に任せて置けばよいと考える人もいるかもしれない。法の専

門家ではない国民を，裁判貝として司法制度に参加させる意義は何であろうか。裁判員は，人権

意識を欠く，恣意的な意思決定をする者であってはならないはずである。裁判員に求められてい

るのは，国民の理性であると考える。国民の理性として，優れた人権意識と，正当で合理的な意

思決定をする能力は重要な要素となりうる。

しかし，正当で合理的な意思決定をするプロセスが容易でないことは既に述べた。利害関係が

顕著な事例においては尚更である。複数の権利及び価値，利益が対立する事例において，正当で

合理的な意思決定能力をする学習機会を充実させていく必要がある。こうした学習機会の提供は，

国民の理性を反映した，「国民にとって身近なJ,「国民の視点」からの法及び司法制度の実現に資

するのではないかと考える。
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